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はじめに 

近年、食物アレルギーを持つ子どもは増加傾向にあり、奈良市立園においても食物アレ

ルギーを持つ園児数が増加するとともに、そのアレルゲン（アレルギー症状を引き起こす

食材）の種類も多岐にわたります。食物アレルギーは時に生命にかかわる重大な症状を呈

するため、日常生活を送る上で十分な配慮が必要です。 

平成 23 年 3 月に厚生労働省によって「保育所におけるアレルギー対応ガイドライ

ン」が作成されました。ガイドラインでは、複雑化した給食対応は調理や管理において混

乱や事故の誘引となり、完全除去か解除の両極で対応を進めるべきとの方向性が示されて

います。 

そこで本市においても集団給食として安全な給食対応方針を見直すべく、奈良市立保育

園食物アレルギー検討部会を立ち上げました。アレルギー検討部会では、医師からの助言

をいただきながら、保育士・看護師・調理員・栄養士・その他関係職員がそれぞれの立場

で子どもたちに安全でおいしい給食が提供できることを第一に議論を重ねました。どこま

で給食を提供できるのか食物アレルギーの対応方針を決定するまでに一番の時間を要し、

改めて保護者の方のご協力が不可欠であることを認識しました。そして、全関係職員が同

じ思いで給食対応が実施できるように研修会や議論の場を設けるとともに、本マニュアル

を作成しました。各園では、食物アレルギーを持つ園児の状況を正確に把握し、本マニュ

アルを活用して職員全員が共通認識のもとリスク管理を行うことが必要です。 

また、食物アレルギーを持つ園児についてクラスのみんなが正しく理解し、配慮した行

動がとれるように支援・指導していくことも大切です。みんなが給食の時間を共に楽し

み、心も体も育まれるように、そして、園生活が温かい思い出となるよう職員一同、力を

尽くしていきましょう。 

 

 

 

 奈良市立保育園食物アレルギー対応検討部会 
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１ 食物アレルギーの対応について                       

（１） こども園・保育園における食物アレルギー対応の基本的な考え方 

こども園・保育園における給食は、栄養を補給することはもちろん、食を通じて心

と体を育むという食育の役割を担っている。しかし、食物アレルギーは生命にかかわ

る重大な症状を呈する場合があるため、園生活ではアレルギー反応を起こさないこと、

誤食等による重大な事故を予防することを最優先に考える。そのため、給食の提供は

医師の指示により完全除去を基本とする。給食の提供に安全性が欠如すると判断する

場合は、保護者に持参の協力を求める。そして、保育士、看護師、調理員、栄養士、そ

の他関係職員が安全管理体制のもと、細心の注意を払い安全な給食提供に努める。万

が一、事故が起きてしまった場合は即時に役割分担のもと緊急時対応を行う。 
 

（２） こども園・保育園給食における食物アレルギー対応方針 

① 医師の指示に基づいた対応 

食物アレルギーをもつ園児への給食提供は、成長期の発育及び発達を妨げることな

く、安全に提供できるよう医師の診断に基づき行う。 

食物アレルギーへの配慮が必要な場合は、保護者が事前に医療機関を受診し、「給

食管理指導表」（※資料③ｐ48・49）を園に提出していただく。給食での配慮が必

要な期間は、年に1回以上は医療機関を受診して指導表を提出していただく。また、

園は指導表の提出を通じて、園生活での配慮及び注意事項、症状が誘発された際の

対処方法等を把握する。 

「給食使用食材一覧表」（※資料⑤ｐ52）は、奈良市立こども園・保育園の給食

食材として主に利用しているものであり、保護者の方に家庭での喫食状況を確認し

ていただくための資料である。保護者が医療機関を受診する際に医師に提示するこ

とで、アレルギー診断の参考として役立てていただくこともできる。 

② 完全除去 

家庭では子どもの症状に合わせて徐々に食べるようにしている食材でも、園の給食

では安全に給食が提供できるように、アレルゲンとなる食材が完全に食べられるよう

になるまで除去する。ただし、特定原材料の「卵」・「乳」は２区分に分けて対応す

る。「卵」は加熱により摂取可能となる場合があるため（非加熱）と（加熱）に分け

て提供する。「牛乳（飲用）・育児用ミルク」は、提供時間が昼食と区分され、代替

対応も明確であると判断できるため「牛乳（飲用）・育児用ミルク」と「その他牛乳・

乳製品」に分けて提供する。 

その他の食材については、過剰な除去を防ぎ、メニューの持参による保護者の負担

を防ぐために、（食材・その加工品）と（その成分を含む製品）に分けて提供する。 
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③ アレルギー対応食は、原則 1 種類 

各園で対応するアレルゲンの状況に応じて、アレルギー対応食を原則１種類調理し

提供する。食物アレルギーをもつ子どもたちの共通食として作成するため、その園児

にとってアレルゲンとならない食材についてもメニューから取り除く場合がある。 
 

④ 除去解除は保護者からの申請 

除去食品の解除は、医師の指導のもと適切かつ慎重にすすめられるべきもので、

子どもに無理がないようまず家庭で実施していただく。給食の提供において除去解

除を行う際には、家庭において給食で提供する量を目安とし、複数回食べて症状が

誘発されないことを確認した上で「除去・制限解除申請書」（※資料④ｐ50・

51）を園に提出していただく。 

「給食管理指導表」では医師により食材名でアレルゲンの除去指示をいただいてい

る。そのため、「その他の食材」におけるアレルゲンの摂取可能なレベル（（食材・

その加工品）および（その成分を含む製品））は、必要に応じて上記同様に確認した

上で「除去・制限解除申請書」を提出していただく。 
 

 

 

（３） 対応方法について 

① アレルゲン別の対応 

アレルゲンとなる食材を「特定原材料」、「その他の食材」、「コンタミネーション」に分

けて対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特定原材料＞とは？ 

「卵」・「乳」・「小麦」・「落花生」・「そば」・「エビ」・「カニ」の 7 品目。加工品に含まれる

と、必ずパッケージに表示される。 

※「卵」・「乳」は２区分に分けて対応 

・鶏卵は加熱することによりアレルギー症状が出にくくなる。非加熱の卵（マヨネーズ等）は

食べられなくても、加熱した卵（卵焼き等）は食べることができる場合があるため。 

・飲用する「牛乳・育児用ミルク」は、提供時間が昼食と区分され、代替対応も明確であると

判断できるため。 

 

 ＜その他の食材＞とは？ 

＜特定原材料＞以外の食材。加工品に含まれていても、パッケージに表示されないことがある。 

＜コンタミネーション＞とは？ 

食品を製造するときに原材料として使用されていなくても、同じ製造工場・施設内で製造し

ている他の食品の原材料が混入してしまうことをいう。 

 

http://putiya.com/4tabemono_eiyou_tamago_nyuuseihin.html#gyuunyuu
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 アレルゲン 

（アレルギー症状を引き起こす食材） 
対応 

特
定
原
材
料 

卵（非加熱） ①除去食・代替食の提供 

一部持参のお願い 

※離乳食は除去食の提供 

卵（加熱） 

牛乳（飲用）・育児用ミルク 

その他牛乳・乳製品 

小麦 

落花生 

そば 

エビ 

カニ 

そ
の
他
の

食
材 

食材・その加工品 

その成分を含む製品 ②メニューの一部持参のお願い 

コンタミネーション ③お弁当の持参のお願い 

 

② 除去食・代替食の提供の対応 ※離乳食は除去食の提供 

対象「特定原材料」および「その他の食材（食材・その加工品）」が食べられない場合 

調理工程上、アレルゲンとなる食材およびその食材が含まれている加工品は取り除くこ

とができる。取り除く食材等がメニューの主材料や調味料の場合、それに代わる食品を補

って提供する。 

 

 

 

 

 

 

より多くの園児に給食が提供できるように「その他の食材」は（食材・その加工品）と（そ

の成分を含む製品）に分けて対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の食材の「食材・その加工品」とは？ 

目で見てそのアレルゲンが含まれていると分かる食品や、製品の製造・加工上、その食

材が含まれていることが明確な食品。調理の工程で、取り除くことができる。 

※分類については、｢除去・制限解除申請書｣を参照。 

例）豚肉アレルギーの場合、豚肉、食肉加工品（ハム・ベーコン・ウインナー）を「食材・

その加工品」に分類。 

 

 

＜除去食・代替食＞とは？ 

アレルゲンとなる食材を取り除いた

メニューを「除去食」、除去した上で

代わりとなる食材を補ったメニュー

を「代替食」としている。 
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《アレルギー対応食の例》 

（例１）メニュー：「焼き鮭」 

アレルゲン：＜鮭（食材・その加工品）および（その成分を含む製品）＞ 

使用食材 代替食材 

鮭 白身魚（その他魚） 

塩 ○ 

（例２）メニュー：「スパゲッティサラダ」 

アレルゲン：「卵」・「小麦」 

使用食材 除去・代替食材 

スパゲッティ アレルギー用麺 

ツナ ○ 

きゅうり 〇 

にんじん 〇 

マヨネーズ マヨネーズドレッシング 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アレルゲンとなる「鮭」を除去し、代わり

に「白身魚（その他魚）」を提供する。 

 

主材料の「スパゲッティ」を除去し、

代わりに「アレルギー用麺」を使用する。

また、「マヨネーズ」を除去し、代わりに

「マヨネーズドレッシング」を使用す

る。 

 

参考：給食献立表（アレルギー確認用） 
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③ メニューの一部持参 

対象「その他の食材（その成分を含む製品）」が食べられない場合 

メニューに加工品が含まれる場合は、給食を提供することができない。家庭から代わり

となるメニューを持参いただく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 弁当持参 

対象コンタミネーションへの配慮が必要な場合 

同じ調理室内での調理にはアレルゲン混入の可能性があり、事故のリスクを回避するた

め、家庭からお弁当の持参（お茶・おやつを含む）をお願いする。 

 

＜お預りしたメニュー及びお弁当の保管と提供について＞  

（保管方法） 

安全に温度管理できる場所（事務所・保育室）で預かる。預かった持参メニューやお弁

当を提供時に配膳漏れのないように預かる担当者（担任・その他職員）や保管場所を園

で明確に取り決めておき、給食前に引き取り、提供する。 

 

（提供方法） 

安全に園児に食べてもらうため、預かった状態のまま提供する。食器への盛り付けや

温め直しは行わない。温かい状態での提供を希望される場合は、保温機能のある容器等

で持参いただく。また、夏場の食中毒の発生しやすい時期には、保冷剤の添付や保冷機

能のある容器等を利用していただく。 

園で誤配膳防止体制がある場合のみ、持参容器からアレルギー用食器へ盛り付けても

構わない。コンタミネーションへの配慮が必要な場合は園使用食器への盛り付けは、食

器にアレルゲンとなる成分の付着が否定できないため安全面から行わない。 

 

 

 

 

その他の食材の「その成分を含む製品」とは？ 

特定原材料及び「その他の食材（食材・その加工品）」以外の食品。「その他の食材」

は表示義務がないため、すべての加工品にアレルゲンの成分が含まれる可能性がある。

安全のために加工品を全て除去すると給食食材が限定され、メニューとして成り立たな

いため給食を提供することができない。 

※奈良市立園給食対応では、「牛乳・塩・さとう・片栗粉・油」は、原材料のみで製造さ

れていることを確認した製品を使用している。メニューに使用された食材がアレルゲン

として該当しなければそのメニューを提供できる。（今後の取り扱い製品の状況により

対応が変更する場合がある。） 
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離乳食について 

離乳食は細かくすりつぶす等の作業工程があること、水分が多く食中毒菌が発生しや

すいこと、また、喫食者が乳児であり食中毒発症時には重症化しやすいことから、食中

毒を考慮した温度管理の徹底を必要とする。 

１．保管方法・提供方法 

保管は冷蔵庫で行い、提供前に電子レンジで温め直し、適温で園児に提供する。調乳

室の冷蔵庫及び電子レンジを使用する。調乳室に冷蔵庫及び電子レンジがない場合、各

園の状況に応じて、保管および温め直しを行う。 

市販のベビーフードを持参される場合は、湯を加えるなどの工程を伴わず開封後にそ

のまま提供できる状態で持参していただく。 

 

２．冷蔵庫の衛生管理について 

「奈良市立園給食調理衛生管理マニュアル」記載の調理室の衛生管理に準じて取り扱

う。 

・適正な温度管理を行う。冷蔵庫は１０℃前後（５℃以下が望ましい）を保持する。 

  ・扉の開閉は速やかに行う。 

・未処理の食品と調理済み食品は、区別して保管する。 

・保管容器は蓋やラップなどで密閉する。 

・加熱調理のもので、冷めていないものは庫内に入れない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「庫内の清掃、消毒方法」（１週間に１回清掃、消毒する。） 

１ 全在庫品を取り出す。 

 ２ 取り出せる棚などは洗剤で洗浄し、食器消毒保管庫で消毒・乾燥させる。（食器消毒

保管庫が使用できない場合は、塩素消毒液（ピューラックス等）に浸し、軽く絞った

消毒用布巾で拭く。） 

３ 庫内は、塩素消毒液（ピューラックス等）に浸し、軽く絞った消毒用布巾で拭く。 

※ 取っ手は、毎日、軽く絞った消毒用布巾で塩素消毒を行う。 
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（４） 食物アレルギー児の把握からアレルギー対応食提供までのフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過観察 

 

医師への定期受診 

 

 

アレルギー対応の評価 

 

 

※何らかの理由（行事や調理機器の故障等）で給食の予定献立を変更する場合は、必ず事

前に保護者に使用食材（アレルギー対応食）について確認する。

保護者への周知～食物アレルギー児の対応説明～ 

入園面談時に食物アレルギーへの配慮が必要な場合は保護者の申し出を受け、園

は「食物アレルギーに配慮した給食提供について（お願い）」（※資料①ｐ43・44）

及び「食物アレルギーに配慮した給食の提供について」（※資料②p45・46）に基

づいて給食対応の説明を行う。「給食管理指導表」（※資料③）を配布し、入園まで

に園へ提出していただく。 

食物アレルギー児の状況把握～アレルギー対応面談～ 

園は関係する職員と保護者で面談を行い、園児の状況及び医師の診断内容を確認す

る。「給食管理指導表」（必要に応じて「除去・制限解除申請書」（※資料④））に基づ

き、給食におけるアレルギー対応の相談を行う。対応内容を園職員で情報共有する。 

 

給食の実施 

事前に給食献立表の確認（アレルギー対応食について保護者・保育士・調理員で共通

認識を持つ） 

 
保護者 

・献立の確認 

・家庭での食事配慮 

・定期受診（年に 1 回

以上） 

保育士 

・献立の確認 

・配膳の注意と確認 

・誤食への注意 

・健康チェック 

・心理面への配慮 

調理員 

・献立及び調理法の確認 

・調理の配慮 

・配膳の注意と確認 
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（５） 食物アレルギー児の把握からアレルギー対応食提供までの各場面での対応 

①保護者への周知～食物アレルギー児の対応説明～（入園面談） 担当者 

・入園面談時にアレルギー疾患の有無を確認する。 

・園において配慮の必要がある場合、保護者宛通知文である資料①・資料②に

基づき、園でのアレルギー対応を説明する。 

・入園までに医療機関を受診の上で医師記載の資料③及び、必要に応じて保護者

記載の資料④を園へ提出していただくよう説明する。資料⑤は家庭での喫食状況

を確認し、医療機関受診の際に持参していただく。 

・薬が処方される場合のために資料⑥（p53）を配布する。 

園長 

副園長 

保育士 

(看護師) 

②食物アレルギー児に関する把握～アレルギー対応面談～  

 園は関係する職員と保護者で面談を行い、上記資料③（資料④⑤⑥は必要に応

じて）を回収するとともに園児の状況及び医師の診断内容を確認する。 

＜確認するポイント＞ 

①アレルギー疾患の状況 

・アレルギー疾患名 

・コンタミネーションへの配慮が必要かどうか（必要であれば園から提供不可） 

・過去のアレルギー症状（いつ、どこで、何を、どのくらい食べてどのような症

状が出たのか） 

・医師の診断内容及び指示、かかりつけ病院等 

②食物アレルギーの詳細 

・アレルゲンとなる食材、運動との関連の有無、園遊びを含めた園生活で配慮す

ること、給食の対応、家庭での喫食状況 

③アナフィラキシー等緊急時の対応 

・初発症状などの症状、主治医や救急病院、預かり処方薬、連絡体制、園で対応

する内容を確認しておく。 

園長 

副園長 

看護師 

保育士 

調理員 

③毎月の給食内容の確認  

 園は前月末に翌月のメニュー表を保護者に配布し、アレルギー対応食（除去食・

代替食・持参）について保護者と相談を行う。担任保育士・調理員・保護者各々

がアレルギー対応についてチェックしておき、照らし合わせて確認する。その内

容を園職員で共有する。 

園長 

副園長 

看護師 

保育士 

調理員 

④前日までの確認  

１）アレルギー用食材の発注 

２）前日の確認内容 

・各園児のアレルギー対応食（除去食・代替食・持参） 

・アレルギー用食材の発注漏れがないかどうか確認する。 

・持参メニュー及びお弁当について各クラス担任から保護者に伝えているか確

認する。 

副園長 

調理員 

保育士 
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⑤朝礼時  

・職員間で通常メニューとアレルギー対応食（除去食・代替食・持参）を確認す

る。 

・持参メニュー及びお弁当がある場合は、登園時に持参忘れがないか確認し安全

に温度管理できる場所（事務所・保育室）で預かる。※預かった持参メニューや

お弁当を提供時に配膳漏れのないように預かる担当者（担任・その他職員）や保

管場所を園で明確に取り決めておく。 

園長 

副園長 

看護師 

保育士 

調理員 

⑥-1 給食の実施～調理作業前～  

１）当日の出欠人数の連絡 

・各クラス担任は、各クラスの園児の出欠人数を把握次第、その都度調理員に

伝える。特にアレルギー児は午前８時４０分までに連絡するように努める。 

２）調理工程の確認 

・既成品に含まれるアレルゲンを複数の職員で確認し、調理方法を再確認する。 

・調理担当者の分担を行う。 

調理員 

保育士 

⑥-2 給食の実施～調理作業時～  

・各調理工程でアレルゲンが混入しないように徹底する。 

・アレルギー用食器に盛り付け、ラップをし、食札等を使用する。 

（食札の項目例） 

・名前 

・クラス 

・アレルゲンとなる食材（除去すべき食材） 

調理員 

⑥-3 給食の実施～配膳時～  

＜調理員→保育士への引渡し＞ 

・保育士は各園児のアレルギー用献立表を確認した上で調理室に給食を引き取

りに行く。原則、引渡しは対面で行う。 

・アレルギー児の献立及び食器を確認し、①アレルギー児名、②各児のアレル

ゲンとなる食材、③各アレルギー対応食（除去食・代替食・持参）、④持参の有

無の声かけ確認をする。 

＜保育室＞ 

①アレルギー児に配膳する前に、複数の職員でアレルギー用献立表を基にアレ

ルギー対応食の確認をする。おかわりの有無も確認する。 

＊「今日のアレルギー対応食は、○除去・△除去・□代替です。対象は、××

ちゃん・▽▽ちゃんです。☆☆くんは、持参です。」等の声かけをする。持参メ

ニュー及びお弁当を事務所で預かっている場合は、事務所に引き取りに行く。 

 

調理員 

保育士 
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②アレルギー児が着席後に配膳し、保育士が付き添い、食べる直前にラップを

外す。 

※全ての園児において、配膳は個々が着席後に配膳する。 

※他の園児の食事と混同しないようにし、アレルギー児の席は定めておく。特

に重症なアレルギーの場合は、他の園児の手の届かない位置まで席（机及びい

す）を隔離する。また、必要に応じて個人専用トレー（氏名記載）を使用して

もよい。個人専用トレーは、調理室または、直接食品に触れないため保育室で

洗浄・消毒する。 

⑥-4 給食の実施～喫食時～  

・担当保育士は食事終了までそばを離れず、他の園児の食事に手を伸ばして誤

食、誤飲しないように注意する。また、アレルギー症状などの出現がないか十分

観察する。園児のそばを離れる場合は、他の保育士に交代を伝える。 

・おかわりをする時は誤食のないように保育士が付き添い、アレルギー児が一人

でおかわりしないようにする。保育士がおかわりを盛り付ける場合は、手洗いを

再度行い、アレルゲンとなる食材が混入しないようにする。 

保育士 

⑦下膳時  

＜保育室＞ 

・食べこぼしに注意しながら保育室を丁寧に清掃する。その際、アレルギー児

が他の園児の食べこぼしに接触しないように注意する。特に重篤な症状を持つ

アレルギー児は、清掃が終わるまで保育室から離すか、接触しない場所で過ご

すことが望ましい。 

＜調理室＞ 

・調理器具や食器は洗浄、消毒を徹底する。 

保育士 

調理員 

＊各工程で、職員間の連携が重要である。 
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（６）アレルギー用食器について 

① アレルギー用食器活用の意義 

アレルギー対応食は、調理員から保育士を経て園児に提供される。外観からアレルギ

ー対応食を明確に区別・認識でき、また園児自身の意識付けができるよう、アレルギー

用食器を活用する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

② 活用方法 

アレルギー対応食は、調理室でアレルギー用食器に盛り付ける。 

※調理員から保育士にアレルギー対応食を引き渡す時は、①アレルギー児名②各児のア

レルゲンとなる食材③各アレルギー対応食（除去食・代替食・持参）について確実に

伝える。 

※おかわりの対応をする際は、アレルギー用食器によりアレルギー対応が必要であるこ

とを認識できる。園児のアレルゲンを確認し、提供できる内容（アレルギー対応食・

通常食）を必ず確認し、おかわり時の誤配膳を防ぐ。 

 

 

 

 

・「柄付きコップ」か「湯呑」、「ボール（大）」か「ボール（小）」の選択は園で行う。 

・お茶は「赤色」、豆乳は「青色」のコップ又は湯呑を使用し、区別する。 

 

（７） 離乳食について 

   園では、家庭での離乳食の進み具合や月齢に応じて、離乳食をすすめていく。

保護者に「離乳食使用食材 喫食状況の確認表」（※資料⑩ｐ58）で食べたこ

とがある食材について確認を行う。 

家庭の喫食経験がない食材は、給食では提供しない。アレルゲンとなる食材が使用

されている場合は、除去食を提供する。ただし、除去によりメニューが成り立たなく

なる場合は家庭からの持参をお願いする。 

アレルギー用食器に不足が生じれば、保育総務課に連絡する。 

アレルギー用食器は保育総務課で購入する。 

 

食器の種類 

・柄付きコップ 

 （青・赤） 

・湯呑 

（青・赤） 

・中皿 ・深皿 ・ボール 

 （小） 

・ボール 

 （大） 
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（８） 食材を扱う活動（クッキング保育等） 

食物アレルギー児がいる場合は、「給食管理指導表」に基づき、活動内容

や使用する素材を十分に検討して計画を行う。原則、アレルゲンとなる食材

を使用せず、それに代わるものを選択し、他の園児と同様の活動ができるよ

うに配慮する。いずれも事前に保護者へ説明した上で了承を得ておく。 
 

① クッキング保育 

アレルギー児がいる場合、アレルゲンとなる食材を使用しないなど、計画段

階から内容の検討をする。 
 

② 牛乳パックを使った遊び 

乳アレルギー児は、牛乳パックに微量の乳成分が残存していた場合、それに

接触することでアレルギー症状が出る場合がある。牛乳パックは乳成分が残っ

ている可能性があるため、使用しない。ジュースパック等、症状出現に関与し

ないものを利用する。 
 

③ 小麦粉を使った遊び 

小麦アレルギー児は、小麦粉粘土に触れることにより、アレルギー症状が出

る場合があるため、小麦が含まれている粘土は使用しない。 
 

④ 園行事（豆まき） 

豆まきを行う時に大豆アレルギー児がいる場合は、誤食する可能性があるた

め、使用しない。また、落花生（ピーナッツ）は、アナフィラキシーを起こす

危険性が高い食材であるため、使用しない。 
 

⑤ 園のイベント（夕涼み会・クリスマス会） 

普段と異なる環境や活動を行う時は、通常行っているアレルギーの確認作

業が希薄になり事故が起きやすくなる。アレルゲンとなる食材を使用しない

など計画段階から内容の検討をする。業者から納品されるものを使用する際

には、事前に納品される予定のものの成分表示を保護者に確認してもらうな

ど、入念な打ち合わせと準備をしておく。 

 

 

 

 

 



15 

 

（９） ヒヤリハット発生時の対応について 

園で園児が安全かつ安心して過ごすため、また、事故を未然に防ぐために

もリスクマネジメントの取り組みが不可欠である。 

リスクマネジメントのプロセスとして「リスクの把握」、「リスクの評価・

分析」、「リスクの改善・対処」、「リスクの再評価」という流れがリスクを発

生させない体制を形成させる。園内でインシデントが発生した場合、分析及

び検証と改善策を検討し、園で独自のヒヤリハット事故報告書としてまとめ

て園内で周知を行う。その後、改善策の再評価を行い、インシデントを事故

防止体制づくりにつなげる。 

 

（１０） 誤食事故発生時の報告について 

  園内で誤食事故が発生した場合は、p19「緊急時の対応について」を基

に即時に緊急時の対応をとる。連絡体制（※資料⑧ｐ55）をとり、園児の

安全が確認できた後は、報告書（※資料⑨ｐ56・57）を活用して、発生原

因及び再発防止策等を園内で議論し、事故を未然に防ぐための体制づくりに

取り組む。 
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（１１） 各職員の役割および組織体制について 

園職員は「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019 年改訂

版）」（厚生労働省 平成３１年４月）を熟読した上で、日頃から園での健康・

安全対策に専門性を活かし協力し合う。また、アレルギー関連の研修会など

に積極的に参加し、常に新しい知識を習得する。 

 

職 種 役 割 具体的な役割 

園   長

（副園長） 

園総括責任者 

 

現場における責任者 

保護者の対応・面談 

全職員への周知徹底・情報共有 

個別対応に関する最終決定 

園内の役割分担 

  保育士 園児・保護者、及びそ

の他園児への支援 

保護者との面談 

園児が安全に園生活を送れるよう配慮 

アレルギー対応食の確認 

混入事故のない調理（行事食等）と配膳の管理 

緊急時の「エピペン®」の取扱いの把握 

職員間の役割分担 

状況に応じた対応の準備 

アレルギー児及び保護者の心のケア 

他の園児への配慮 

調理員 安全なアレルギー対

応食の提供 

保護者支援 

アレルギー対応食の確認 

調理手順等の共有と確認 

混入事故のない調理 

調理室から保育室までの配膳手順等の共有 

緊急時の「エピペン®」の取扱いの把握 

職員間の役割分担 

状況に応じた対応の準備 

個別対応のサポート 

看護師 子どもの健康面の把

握と集約 

園医や主治医との連

携 

アレルギー児の把握 

個別対応のサポート 

緊急時の「エピペン®」の取扱いの把握 

主治医や園医と連携した緊急対応の事前確認 

事故時の迅速かつ適切な看護活動 

栄養士 安全なアレルギー対

応食の提供 

保護者支援 

アレルギー対応献立表の作成 

個別対応のサポート 
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２ 食物アレルギー症状への対応 

（１） 日頃からの準備 

緊急時に備えて保護者と預かり薬の取り扱い等、緊急時の対応を事前に 

相談しておき、園内で共有しておく。 

 （２） 消防機関との連携 

エピペン®を処方されている園児が在籍する場合は、「エピネフリン自己注

射薬の交付を受けている園児・児童・生徒の情報提供」（※資料⑫p60）を

活用し、保護者の同意を得た上でその園児の情報を消防機関に提供するなど、

日頃から消防機関と連携をとるようにする。園から提出された情報を保育総

務課より消防局に提出する。転園などにより情報が変更になった場合には、

同様に変更届として提出する。症状が改善し、エピペン®の処方が中止され

たときには「エピネフリン自己注射薬の交付を受けていた園児・児童・生徒

の情報廃止届」（※資料⑬p61）を提出する。 

また、必要時には「経過観察記録票」（※資料⑪p59）を活用し、救急搬送

するまでの間記録し、医療機関や消防機関へ情報を伝える。 
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（３） 「食物アレルギーにおける緊急時に備えた処方薬 保管・

与薬依頼書」（※資料⑥p53）について 

（使用対象）園生活の中で、食物アレルギーの緊急時の対応として医師の指

示に基づき、保護者から処方薬の預かりおよび与薬の依頼があった場合。 

（使用方法）保護者記入欄は、「給食管理指導表」の指示内容および処方箋

を基に、保護者に記入してもらう。園職員は、記入内容を基に保護者と薬の

与薬方法について定めておく。また、対応方法について全職員が共通認識し

ておく。 

日々の保護者からの薬の受け渡しは、「緊急時に備えた処方薬 管理書」

（※資料⑦p54）に記録し、薬を紛失することないよう安全に管理する。薬

の管理書については、園が作成した様式を活用してもよい。 
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（４） 緊急時の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

アレルゲンを含む食品を口に入れたとき 

→口から出し、口をすすがせる。大量に摂取したときは飲み込ませないように注意して吐かせる。 

皮膚についたとき            

→よく洗い流し、触った手で目をこすらないように注意する。 

眼症状（かゆみ、充血、球結膜浮腫）が出現したとき             

→洗顔後、預かり薬がある場合、抗アレルギー薬、ステロイド薬点眼等を与薬する。 

緊急性の高いアレルギー症状がないか５分以内に判断する。 

下記「緊急性の高い症状」が 

１つでも当てはまる場合 

※保護者への連絡は状況に応じて随時行う。 

※発見者は・園児から目を離さず、一人にしない。  

・園児の全身症状を確認する。  

・助けを呼んで人を集める。（園長もしくは副園長を呼び、指示を受ける。） 

・預かり薬を持って来るように指示する。 

 

①ただちにエピペン®を使用する。 

②救急車を要請する。その場で安静にして救急隊を待つ。 

※可能なら預かり薬を飲ませる。 

 

 

預かり薬を飲ませ、安静にできる場所へ

移動し、5分ごとに症状の観察をする。

緊急性の高い症状の出現に注意する。 

下記「緊急性の高い症状」が 

当てはまらない場合 

緊急性の高い症状 

全身症状 呼吸器症状 消化器症状 

ぐったりしている のどや胸が締め付けられる 持続する強いお腹の痛み 

意識がもうろうとしている 声がかすれる 繰り返し吐き続ける 

尿や便を漏らす 犬が吠えるような咳  

脈が触れにくいまたは不規則 息がしにくい  

唇や爪が青白い 持続する強い咳き込み  

 ゼーゼーする呼吸  
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（「食物アレルギー緊急時対応マニュアル（奈良県）」より転載） 
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（「食物アレルギー緊急時対応マニュアル（奈良県）」より転載） 
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（「食物アレルギー緊急時対応マニュアル（奈良県）」より転載） 
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（「食物アレルギー緊急時対応マニュアル（奈良県）」より転載） 
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（「食物アレルギー緊急時対応マニュアル（奈良県）」より転載） 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「食物アレルギー緊急時対応マニュアル（奈良県）」より転載） 
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（「食物アレルギー緊急時対応マニュアル（奈良県）」より転載） 
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（５） エピペン®の園での取り扱いについて 

エピペン®が処方され、園での預かり依頼を受けた場合は、保育総務課に連絡

する。園は、園医及び保育総務課とともに適切にエピペン®を与薬できる園内体

制づくりを行う。エピペン®の取り扱いについては、保管やアレルギー症状出現

時の使用等について保護者と確認を行う。※参考ｐ28「エピペン®の取り扱いに

ついて」必要に応じて保護者と相談、共有をしておく。 

 

① 園におけるエピペン®使用 

園児や保護者自らがエピペン®を管理、注射することが基本であるが、園にお

いては園児が自ら管理、注射することは困難なため、アナフィラキシーが起こっ

た場合等、緊急時には、その場にいる保育者が注射することも想定される。園職

員全員の理解を得て、保護者、園医との十分な協議を行った上で、連携体制を整

える。 

エピペン®を使用するタイミングはできるだけ早いことがポイントである。エ

ピペン®で症状が改善しても再び重篤な症状に陥ることがあるため、必ず速やか

に救急搬送し、医療機関を受診する必要がある。 

 

② 園でのエピペン®の管理運用におけるポイント 

□ 職員全員がエピペン®の保管場所を知っている。 

□ 職員全員がエピペン®の使い方（注射するタイミングと方法）を知ってい

る。 

□ 園児の手の届かないところ、すぐに取り出せるところに保管する。 

□ 15～30℃の場所で、冷蔵庫や、日光の当たる場所等を避けて保管する。 

  

③ 保護者との確認ポイント 

□ 保護者が園に薬を預ける前には有効期限切れでないか、薬液が変色してい

ないか、沈殿物がないか等、異常がないかを確認してもらう。 

□ アレルギー症状出現時には、「緊急時に備えた処方薬 管理書」およびそ

の他園で作成したマニュアル等に基づき対応することを確認しておく。 

□ 緊急時の連絡先は必ず連絡が取れるようにしてもらう。 

□ 体調で気になることがある時は必ず登園時に伝えてもらう。 
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エピペン®の取り扱いについて（例）※各園で作成してください。 

１．エピペン®の保管 

 ・専用ケースに入れ、事務所の○○に配置。※遠足等園外に出る際は、持参。 

２．アレルギー症状出現時の対応 

（１）エピペン®使用基準 

 

 

 

 

 

 

※緊急性の高いアレルギー症状が１つでも当てはまるか 5 分以内に判断した上

で、エピペン®を使用する。（エピペン®を使用する場合でも可能であれば「緊急

時に備えた処方薬 保管・与薬依頼書」に基づき、内服薬を飲ませる。） 

 

（２）エピペン®を打つ際の流れと役割分担 

   それぞれの役割分担を確認し事前にシミュレーションを行っておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□マニュアル・エピペン®・内服薬・ＡＥ

Ｄの準備 

□エピペン®の使用または介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 

 

「準備：職員Ａ」 

食物の関与が疑われるアレルギ

ー症状がある。 

原因食物を食べた、または触

れた可能性がある。 

ｐ19「緊急時の対応について」に基づき対応する。（「給食管理指導表」の指示

に基づき対応し、症状を観察する。） 

□園児から離れず観察 

□助けを呼び、人を集める。（大声また

は、他の園児に呼びに行かせる。） 

□他の職員に「準備」「連絡」を依頼 

□エピペン®の使用または介助 

□薬の内服介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 

 

□現場に到着次第、リーダーとなる。 

□各役割の確認および指示をする。 

□エピペン®の使用または介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 

 

□救急車を要請する（１１９番通報） 

□園長・副園長を呼ぶ。 

□保護者への連絡 

□さらに人を集める（園内放送） 

 

□観察を開始した時刻を記録 

□エピペン®を使用した時刻を記録 

□内服薬を飲んだ時刻を記録 

□５分ごとに症状を記録 

 

□他の園児への対応 

□救急車の誘導 

□エピペン®の使用または介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 

 

 

発見者 園長・副園長 

「その他：職員Ｄ」 「記録：職員Ｃ」 

「連絡：職員Ｂ」 
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（６） エピペン®の使用方法について 

（「エピペン®ガイドブック」より転載） 
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（「エピペン®ガイドブック」より転載） 
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３ 食物アレルギーについての基本知識 

（1） 食物アレルギーとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 食物アレルギーの症状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（「ぜんそく予防のために食物アレルギーを正しく知ろう」、 

「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック２０１４」より転載） 
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（３） 食物アレルギーの診断と検査の方法 

●問診は原因食物を診断するために最も大切な過程です。症状を起こした直前の具体的な食品全てについてできるだけ詳しく

話しましょう。食品とアレルギー症状の発現時間がいつも２時間以上離れているようなケースでは、食物日誌で再現性をみ

ることが役に立ちます。 
 

●問診で疑わしい食品については補助検査を行います。IgE を証明する方法として、血液検査、皮膚試験、食事との関連性を

調べる除去試験があります。 
 

●問診や補助検査でも診断がつかない場合は、疑わしい食品を一品ずつ少しずつ実際に食べてアレルギーが出るか調べます。

この検査は病院内で行います。 

※ 問診で因果関係が明らかな場合や、抗原特異的 IgE 抗体が高値でプロバビリティカーブから経口負荷試験が陽性となる確率が

高い（90～95％）と予測される場合、「３ 食物経口負荷試験」をスキップすることがあります。 

 

● アレルギー検査で食物抗原特異的 IgE 抗体が検出されても、食物アレルギーと診断するのは早計です。 

● アトピー性皮膚炎を合併する場合、適切なスキンケア・軟膏療法も同時に行います。また、ダニなどの吸入アレルゲンが原因で

あれば、こちらに対する室内環境整備も必要です。 

（「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック２０１４」より転載） 
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（４） 食物アレルギーの原因食物 

原因食物は多岐にわたるが、厚生労働省によると保育所では鶏卵が最も多く、次いで

乳製品とされている。その他は小麦、落花生（ピーナッツ）、大豆製品、そば、ゴマ、甲

殻類（エビ、カニ）などである。そのほとんどは食品に含まれるタンパク質が原因となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「ぜんそく予防のために食物アレルギーを正しく知ろう」より転載） 
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（５） 加工品の表記 

 

 

 

 

 

◎アレルゲンを含む食品の原材料表示の表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「知っておきたい食品の表示」より転載） 
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🔶表示されるアレルゲンは、食物アレルギーの実態に応じて見直されることがある。 

🔶２８品目の表記以外にも、「卵」→『玉子』のように、表示方法は異なるが特定原材

料と同じものであることが理解できる表示を代替表記として認めている。 

🔶可能性表示（「入っているかもしれない」等の表示）は禁止されている。 

🔶食物アレルギーでは、極微量でも発症する場合があることから、加工食品１ｋｇに対

して数ｍｇ以上含まれる場合、表示されている。 

🔶対面販売で量り売りされる食品は、アレルゲンの表示の義務はないが、健康被害防止

のため情報提供を行う、自主的な取り組みが促されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「知っておきたい食品の表示」「新しい食品表示制度について」より転載） 
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（自宅や学校・園で使用する薬物） 

（6） 即時型食物アレルギー症状の治療薬 

 

（「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック２０１４」より転載） 
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（7） 園で給食対応を行うためのポイント 

５．保護者への助言や援助 

４．誤食や誤飲 １．必要最小限の除去を通して 

望ましい食習慣を確立する 

２．おやつの提供 

３．除去の解除 

（「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック２０１４」より転載） 
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（8） 園生活における配慮 

（「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック２０１４」より転載） 
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４ こんな場合 Q＆A 

 

① 育児用ミルクの対応について 

母乳育児であって園生活では育児用ミルクを希望する際、育児用ミルクでア

レルギー症状を起こす場合があることを説明し、園で使用する育児用ミルクの

種類を知らせて家庭で数回摂取し、下痢や湿疹等の症状が出ないかを確認して

もらう。 

アレルギー症状や乳糖不耐症が認められた場合は「給食管理指導表」に基づ

き、特殊ミルクを園で購入し提供する。請求書は保育総務課に提出する。入手

が困難な商品は、保護者から持参の協力をお願いする。特殊ミルクの解除も給

食除去解除申請書に基づき行う。 

 

② 未摂食児への配慮について 

     離乳食を含め初めて摂取する食材は家庭環境のもとではじめることが原則で

あり、園で未摂取の食材は提供しない。家庭で複数回摂取した上でアレルギー

症状等が認められない安全が確認された食材を提供する。 

 

③ 卵（非加熱）アレルギーの対応について 

生卵のみ摂取できないが、他の非加熱卵（マヨネーズ・ドレッシング等）は摂

取できる場合は、卵アレルギーとして給食管理指導表を保管する。記載された

アレルギー診断内容を把握し、園生活で十分配慮する。また、１年に１回以上

は、アレルギー状況を正確に把握し、食物アレルギーが認められる期間は安全

な対応をするために給食管理指導表の提出をお願いする。給食の対応は、除去

解除申請書により「卵（非加熱）」の解除対応を行う。 

  また、非加熱卵のアレルギー対応において、非加熱卵の食品（マヨネーズ・ド

レッシング等）を使用し加熱調理する場合も除去対応とする。 

 

④ 大麦アレルギーの対応について 

大麦アレルギーの対応が必要な場合は、園では「お茶」として「ほうじ茶」

を提供する。 
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⑤ 体調により症状が誘発され、医師からしばらくやめてみたらと指

示があった場合 

給食での対応は給食管理指導表に基づいて行う。給食管理指導表と異なる場

合は、改めて新たな給食管理指導表を提出いただく。それまでは家庭からの持

参をお願いする。 

 

⑥ アレルギー児が欠席した場合のアレルギーメニュー内容の変更

について 

原則、在園するアレルギー対応状況で調理提供する。出欠状況の把握が徹底で

き、変更による園内周知が確実であることを前提に、可能な園は出欠予定でア

レルギー対応食を調理することを可能とする。急遽の出席への対応は、基本園

からの提供とするが、保護者からの持参協力をお願いする場合は事前に園から

持参していただく理由とともに保護者説明を十分に行うこと。 

 

⑦ 提供可能な食材について 

「その他の食材（その成分を含む製品）が食べられない」場合、「牛乳・塩・

さとう・片栗粉・油」は、原材料が 1 種類でその他成分を含まないと捉えて、 

食材がアレルゲンとして該当しなければ提供可能とする。 

 

⑧ 特殊なアレルギー及びその他疾患（乳糖不耐症・薬物治療のため

の食事制限等）の給食対応について 

集団給食の意義及び特徴を踏まえ、誤食を防ぐことが先決である。そのため、

アレルギー以外の疾患や宗教上の理由であっても、原則、アレルギー対応方針に

合わせることとする。宗教上の理由により対応する場合は、給食管理指導表を保

護者に記入してもらい、アレルギー対応と同様に対応する。（医師の所見は不要） 

園のアレルギー児の状況により、アレルギー対応方針に合わせることが対応

の混乱を招くような場合は、園及び課との協議により決定する。いずれにおいて

も事前に保護者から制限の程度を十分に確認すること、対応をアレルギー対応

方針に合わせない場合は、原則の方針を事前に伝えた上で園の状況により対応

が変更する可能性があることへの理解を得ておく。 
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⑨ アレルギー対応食内容の保護者への連絡について 

保護者と除去すべき食材を個別に確認するだけでなく、他のアレルギー児の

アレルゲン対応を合わせ、アレルギー対応食として園児に提供される共通食を

事前に説明する。その後、変更が生じる可能性があることも併せて伝えておく。 

 

⑩ 「鶏卵」は摂取可能であるが、「うずら卵」の除去が必要な場合

について 

うずら卵はアレルギー表示において「卵」に含まれる。鶏卵は摂取可能でうず

ら卵のみ制限がある場合は、「給食管理指導表」の提出を受け、「除去解除申請

書」において特記することで把握する。 

 

⑪ アレルギー対応食を１種類とすることについて 

個々対応を行うとアレルギー対応食が複数種類存在し、誤食へのリスクとな

ることから、アレルギー対応食は 1 種類とする。 

 

⑫ 今までアレルギーではなかったものを家庭等で食べて、アレルギ

ー症状が出た場合の給食提供について 

まずは医療機関を受診してもらい、アレルゲンが特定できるまで（給食管理指

導表が提出されるまで）は、給食提供によってアレルギー症状が出現する危険性

が高いため、基本的には家庭からの持参をお願いする。 
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５ 各種様式 ※ＰＣフォルダから最新版を印刷して使用してください 

資料 ページ タイトル 配布・記録管理 目的・活用方法 

① 43、44 食物アレルギーに配慮した給食提供について

（お願い） 

給食において特別な配慮（食物アレル

ギー・その他アレルギー・乳糖不耐症・

薬物治療による食物摂取制限等）を要

する園児の保護者へ配布 

※③、④は原本を園で保管し、写しを

保育総務課へ提出。 

奈良市立園における食物アレルギー対応方針・方

法についての説明 

② 45～47 食物アレルギーに配慮した給食の提供につい

て 

③ 48、49 給食管理指導表 除去食品および園生活で配慮すべき事項、処方

薬、緊急時対応等に関わる医師の指示 

④ 50、51 除去・制限解除申請書 食品の除去解除の保護者確認からの申請 

⑤ 52 給食使用食材一覧表（１歳以上児） 園児の保護者へ配布 家庭での喫食状況の確認、 

医療機関受診の際のアレルギー診断の参考 

⑥ 53 食物アレルギーにおける緊急時に備えた処方

薬 保管・与薬依頼書 

園での処方薬の預かりおよび与薬の依

頼のあった保護者へ配布 

処方薬の保管・与薬における保護者との共通理解 

⑦ 54 緊急時に備えた処方薬 管理書 園で記録管理 保護者との処方薬の受け渡しの管理 

⑧ 55 食物アレルギー児に対する誤食事故発生後の

報告について 

 誤食事故が発生した際の対応を記載 

⑨ 56、57 食物アレルギー児に対する誤食事故 報告書 園で記録後、保育総務課へ提出 園内で事故内容の原因及び再発防止策の検討、保

育総務課への報告 

⑩ 58 離乳食使用食材 喫食状況の確認表 離乳食喫食の園児の保護者へ配布 喫食経験の確認 

⑪ 59 経過観察記録票 園で記録し、救急隊員に提出 緊急時における救急搬送までの経過記録・伝達 

⑫ 60 エピネフリン自己注射薬の交付を受けている

園児・児童・生徒の情報提供 

エピネフリン自己注射薬（エピペン®）

を処方されている園児の保護者に配

布、写しを園で保管し、原本を保育総

務課へ提出（課より消防局へ提出） 

消防機関との情報共有と連携体制の整備 

⑬ 61 エピネフリン自己注射薬の交付を受けていた

園児・児童・生徒の情報廃止届 
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◎参考 

・保育所におけるアレルギー対応ガイドライン 

 厚生労働省 （平成２３年３月）（平成３１年４月改） 

・ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック 2014 

 環境再生保全機構（平成２６年） 

・ぜん息予防のために食物アレルギーを正しく知ろう 

 環境再生保全機構（平成２６年） 

・食物アレルギー緊急時対応マニュアル 

 奈良県（平成２５年） 

・「知っておきたい食品の表示」「新しい食品表示制度について」 

 消費者庁（平成２７年） 

・エピペン®ガイドブック 

マイラン EPD 合同会社（令和元年１２月） 

 

 

 

奈良市立こども園・保育園食物アレルギー対応マニュアル 

平成２６年（２０１４年）６月策定 

平成２７年（２０１５年）３月改正 

令和３年 （２０２１年）３月改訂 

編集・発行：奈良市立保育園食物アレルギー検討部会 

監修：医療法人ありまこどもクリニック理事長 有馬 純  


